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理事長HP挨拶

平成 22年 (2010年 )4月 1日 より、国立がんセンターは厚生労働省直轄の組

織か ら、平成 20年 (2008年 )12月 に成立 した 「高度専門医療機関に関する研

究等を行 う独立法人に関する法律」のもと、独立行政法人国立がん研究センタ

ーに移管されま した。独立行政法人化 とは、「本来国家が行 うべきではあるが、

国家 自らが行 うには活動上不 自由がある業務を、国家に代わつて担 う組織を活

性化するための法律」と解釈 していいものです。私 自身は、国立大学法人化が

国会で通員」法 として決まつた時に、国立大学の病院長をしてお りました。 自分

としては法人化 とは関係なく改革をしてお りましたので、法人化なしでも改革

は可能だと思ってお りました。 しかし、英国のエイジェンシー制度を模倣 した

法人組織 とは何かに関する本を 3冊読んで、「これは大変な事になった。」と、

危機感を持つたのを覚えています。国家が守つて くれない と考えたのです。 し

かし、一方で、国家の直轄の組織では、活動力が落ちていてどうにもならない

点もあつたので、低迷 していた国立大学の活動力を国民が納得のいくように、

より大きく変革 させ るチャンスとも考えたのでした。国家直轄です と、公務員

定員枠や単年度予算制度があ ります し、種々の連携 も困難な例があることを知

っていたからです。 しかし、民間ではできない業務、すなわち基礎研究や啓発

活動等がありますので、国家から国民が納得する運営費交付金が国税から付与

されるのです。また、色々な不必要な経費のそぎ落 としもできる組織でもあり

ます。

国立がんセンターは、1960年 、当時の 日本のがん研究・がん医療の遅れの克

服を目指すにあた り、大学医学部ではがんに特化 した病院研究所ができにくい

ため、故田宮猛男先生 (元東大医学部長)が 中心的発案者 となって創設が決定

しました。その後 2年の歳月をかけ、1962年、旧海軍病院跡地に開設いたしま

した。

学問はただ一人で成 り立つこともありますが、多くの学問は広い裾野から起

き出し、やがて大きく育つ事は歴史が示 しているところです。そ うい う意味で

の先駆者 となっていった学問の巨人が国立がんセンターにはおられました。粒

子線開拓者の梅垣洋一郎先生、消化管の二重造影の市川平二郎先生、肺ガン手

術の石川七郎先生、国際的にがんの生化学的研究をリー ドした杉村 隆先生、

化学療法の開拓に力を注がれた木村喜代治先生等が初期国立がんセンターを引
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つ張ったのです。そのもとに学閥、人閥に関係なく多 くの全国から俊秀が集ま

り、熱気溢れる国立がんセンターの活動が続いたのです。多 くのがんに関する

業績は世界、 日本 を引つ張 りました。初期の歴代の総長は素晴 らしく、田宮猛

雄 (東大基礎 )、 比企能達 (東大基礎)、 久留 勝 (東大臨床 )、 塚本憲甫 (東

大臨床 )、 中原和郎 (コ ーネル大基礎)、 石川七郎 (慶大臨床 )、 杉村 隆 (東

大基礎)そ の後の総長 も世界的な仕事をされま した。 しか し、いつの間にか制

度疲労が起き、この十年間は、外から見ていると社会のグローバル化 とも相ま

つて、国立がんセンター独 自の研究、臨床 よりは、均てん化すなわち、標準化

的仕事に傾いていったと思えます。 しかし、国立がんセンターの仕事は、国立

がんセンター しかできない仕事をすることが使命だったはずです。組織の制度

疲労を トップはいち早 く関知 し、先進的な旗 を掲げるべきだったと思います。

今般、種々の経緯を踏まえた国家の方針により、国立がんセンターは、独立

行政法人国立がん研究センターに生まれ変わ りま した。国立がん研究センター

の全ての医師、看護師、研究員、事務職員が、 「職員の全ての活動はがん患者

の為に !」 の新標語のもと、活動を始めます。 もとより職員一人一人の志は高

く、能力もある組織なので、国民の皆様には、新生国立がん研究センターを、

十分に御利用頂きたいと思います。 この 6月 1日 か らは、国民、患者 さんの目

線で全ての業務 ;医療、看護、研究、啓発、情報発信、政策提案が施行 されま

す。

本 日からの独立行政法人国立がん研究センターの活動指針については、

がん研究センターの理念 。使命」に提示いた します。

平成 22年 6月

独立行政法人国立がん研究センター理事長

嘉山 孝正

・
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新生 日立がん研究センター

理念 1口 世界最高の医療と研究を行う
2口 患者 目線で政策立案を行う

All Activities for Cancer Patients

① 臨床
②研究
③教育
④外側の大きな輪は

患者



新生 国立がん研究センター

理念 1口 世界最高の医療と研究を行う
2.患者目線で政策立案を行う

使命 1口 がん難民をつくらない
2日 調査
3口 研究
4由 技術開拓
5日 先進医療の提供
6.教育 (医師・看護師・コメディカル・ME)
7日 政策立案
8.国際がんネットワークヘの参加

リーダーシップ
2 ¬



使命 1. がん難民を作らない
“がん難民“とは、がんが進行して抗癌剤等の積極的な治療が受
けられなくなり、主治医から見捨てられたと感じるときや、現在自
分が受けている医療に満足できないと感じるときに使われる言葉
です。患者と医療スタッフとのコミュニケーションや情報共有の不
足も原因のひとつです。

1。 医師・看護師口がん専門相談員を含む医療スタッフと患者とのコ
ミュニケーションと情報の共有

2。 最先端治療・治験などの情報提供
3.がん治療の標準治療と、現在のがん治療のリスクロベネフィットロ

限界についても説明
4。 治療開始時から、緩和ケアについて説明
5。 緩和病棟の新設
6.地域の病院・緩和施設・在宅緩和ケア医との連携
7.現代医学では治療困難な患者に対する運動・栄養療法 (代替療

法)の開発と情報の提供
‐ 3 .



使命2. 調査

フィードバt できるがん

地域がん登録

【課題】登録率が低い、未実施の県がある

(1)登録率100%を 目指したがん登録の方法の
提示、がん登録全県実施の支援

(2)既存のシステムを利用した効率的な予後調査
の実施と院内がん登録へのフィードバック

【課題】情報の有効活用

(1)現場の診療実績をタイムリーに把握、施設
別集計をフィードバック

(2)登録項目を地域がん登録と共通化し、現
場の負担を軽減

全国すべてのがん患者の医療情報の収集と活用
情報開示 (個人情報保護法を順守しながら)

`  
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使命2. 調
がん検診の有効性に基づく普及啓発の実施

がんの専門家集団であるがん研究センターは、これまでに得られたがん検診の
有効性に基づいた普及啓発活動を行う

がん検診 死亡率減少効果※

大腸がん 60-8096

亭Lがノし 20%
子宮頸がん 78%

胃がん 32-6896

肺がん 28-6096

がん検診による働き盛り世代の死亡損失の回避効果
※主にわが国のデータによる

40歳以上の国民が、がん検診対象がん (胃・大腸・肺 E子宮頸部・亭L房)によって損失する寿命の
長さ(死亡生命損失年)は、金がん死亡の50%以上である。がん検診でそれらの回避が期待でき
る。

行政に対する普及啓発

働き盛り世代のがん死亡率が減少する。

コヨニ、費用効果的ながん検診は関連がんの医療費を抑制する。

死亡率減少効果

がん検診により、がんによる死亡の
リスクが減少する

壁 ることによる



使命3.研究
多層的オミックス戦略によるがんの分子基盤解明に基づく

新たな診断シーズの創出と最先端個別化医療の実現

ゲノム解析

エピゲノム解析

トランスクリプトーム解析

、、プロテォーム・メタボローム解析 Í

〈多層的オミックス解析〉
団 い多層的オミックス情報に基づ

いた最適な診断凛治療法の選
択

・治療薬の種類口量の個別化
・副作用の回避によるQOLの
飛躍的向上

・個別化医療の体系化



使命3.研究
大規模コホート研究による日本人のエビデンスの構築

多目的コホート研究oPHc study)の実績*
Ⅲ1990年開始の全国11保健所管内地域住民14万人のコホート:高い参加率(93%:13万 人の調査票、6万人の血液)、 高い追跡率(98%:1.2万人の死

亡、1.3万 のがん、5千の循環器疾患)、 国民生活にインパクトの大きい160報以上のエビデンス、国際コホートコンソーシァムヘの参加など
且

〉
一

環境要因と体質の双方を考慮し、最先端のバイオマーカーをとりいれ、
罹患したがんの特性・予後も把握する、新たな世代の大規模分子疫学
コホート研究への展開

次世代の分子疫学コホート研究
■次世代の国立がん研究センター直接運営コホート(10万 人)

十連携コホート:山形大学COEコホートなど

:情報収集 (ベースライン、複数回の繰返し調査):′ 生活習慣・生活環境(調査票)、 健診情報、血液(血清′DNA澪式料、その他生体試料
:長

期追跡 (がん。その他疾病口死亡):

| がん罹患 (地域がん登録 )、 がんの特性・治療効果・予後 (地域がん拠点病院 )

い――

‐―
――

「‐‐
】じ
〉

目的コホート研究の継続

がんの原因に関するエビデンスの更な
る構築

実績に基づく、国際コホートコンソーシ
アムヘの貢献とリーダー・シップ

:長期追跡 (がん・その他疾病日死亡)|

個別の解析、あるいは、
連携コホートを統合した

大規模解析による

日本人のエビデンスの構築

生活習慣、食習慣、環境要因
+

バイオマーカー
(特に、ゲノム、エピゲノム、プロテォーム解析 )

がんの原因究明日本態解明 ⇒ 有効な予防法・治療法の確立
ミ 7‐



使命4口 技術開拓

・ 術中MR:を用いた、脳神経機能温存の脳腫瘍・脳神経外科手術

・ 癌の診断、予後判定のための、分子イメージング

・ がんナノテクノロジー研究プラン

・ がんの免疫療法の開発

・ 当院でがん化との関連性が示された遺伝子産物を標的とした新規

がん治療法の開発

・ 光技術を用いた新しい内視鏡の開発

‐ 8



使命5.先進医療の提供
立がん センターでしかできない,

網膜芽細胞腫・脈絡膜悪性黒色腫 :Jヽ線源治療

肺癌 :全身麻酔による経気管支鏡的腔内照射療法

消化管癌 :内視鏡治療困難例に対する全身麻酔下 内視鏡的腫瘍切除

白血病:T細胞除去移植後のHSV― TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注

立がん センターと一 でしかできない,

悪性脳腫瘍・頭頚部癌 :IMRT(強度変調放射線治療 )

乳癌 :iCG蛍光法併用センチネルリンパ節生検法

肺癌 :ラジオ波熱凝固療法 (RFA)

胃癌 : 胃上部早期胃癌に対する自律神経温存噴門側胃切除

膵癌 :肝膵同時切除術

前立腺癌 :前立腺全摘後などにおこる重度尿失禁に対する人工括約筋挿入術
に 9 ^,



使命 6. 教育

がん医療や研究で リーダーとして活躍する
人材を育成する

や研究を牽引する
成する

「がん領域の

レジデント制度・がん専門修練医制度をはじめとする専門教
育制度を充実し、国内外を問わず活躍できる人材を育成する。

核的役割を担う「地域の

各地域で中核的にがん医療に携わっているがん診療連携拠点
病院の医療従事者等を対象に、専門的な技能向上のための研
修を実施する。

t■ , ・



使命7.政策立案

我が国のがん医療の抱える政策課題
未承認薬 (ドラッグラグ)、 がん登録、先進医療等

現場からの問題点の発掘

国立がん研究センター (企画戦略室を設置 )

がんの専門家集団としての

政策提言

厚生労働省
文部科学省
内閣府 等

「国家戦略」としてのがん対策の展開
次期「がん対策推進基本計画」への反映

我が国のがん医療の改善

厚生労働省

国立がんセンター

「 :r ¬



使命 8.国際がんネットワーク

国際的ながんのネットワークに積極的に参加 し、
国際的にリーダーシップを発揮する

◎国立がん研究センターが参加する主な国際的なネッ トワーク

・国際がんゲノムコンソーシアム (ICGC:lnternational Cancer
Genome Consortium)へ の参加

藉李ぎ篠褒旨昇奨漂:翁毛 37旨米ボ百こ合豆奈先嘉晃
センターと理化学研究所カ

・国際がんバイオマーカーコンソーシアム (ICBC:
lnternational Cancer Biomarker Consortium )
のリーダーとして参加

へ日本チーム

Human Epigenome Consortium)へ の参加
6月 に発足予定であり、アジアを代表して、欧米の委員との調整、国内の調整を行
つている。

-12つ
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独立行政法人国立がん研究センター中期目標

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号 )第 29条第1項の規定に基づき、独立行

政法人国立がん研究センターが達成すべき業務運営に関する目標 (以 下 「中期 目標」

とい う。)を次のように定める。

平成 22年 4月 1日

厚生労働大臣 長妻 昭

前文

我が国においては、急速な少子高齢化の進展や、疾病構造の変化、医療技術等の

高度化等 によ り医療を取 り巻 く環境が大きく変化す るとともに、国民の医療に対す

るニーズ も変化 してお り、このような変化に対応 した国民本位 の総合的かつ戦略的

な医療政策の展開が求められている。

こうした中、国が医療政策を効果的、効率的に推進するため、国立高度専門医療

研究セ ンターには、疫学研究等による日本人のエ ビデンスの収集や高度先駆的医療

の開発及びその普及等、我が国の研究、医療水準を向上させ、もつて公衆衛生の向

上に寄与す ることにより、医療政策 を牽引していく拠点 となることが求められてい

る。

このため、国立高度専門医療研究セ ンターは、国内外の関係機 関 と連携 し、資源

の選択 と集 中を図 り、国の医療政策 と一体 となって、研究 。開発及び人材育成 に関

し、国際水準の成果 を継続 して生み出 し、世界を リー ドしてい くことが期待 され

る。

独立行政法人国立がん研究センター (以下 「センター」 とい う。)は、昭和37年

に我が国のがん対策の要として設立 された国立がんセンターを前身 とする。

センターは、がん対策基本法 (平成18年法律第98号)及び 「がん対策推進基本計

画」 (平成 19年 6月 15日 閣議決定)に基づき、センターが有する医療、研究、人材育

成及び情報発信等の機能を相互に連携 させ、その能力を効果的に発揮す るととも

に、独立行政法人制度のメリッ トを最大限活用 し、我が国のがん対策の中核機関 と

して 日本のみならず世界への貢献を図 り、世界をリー ドしていく責務がある。

具体的には、センターが果たすべき使命を達成するため、がん克服に資す る研究

成果を継続的に生み出し、がんの原因及び本態解明を一層進めるとともに、 日本人

のエ ビデ ンスの収集を行い、予防法、革新的がん医療及び標準医療 を開発す るため

の研究に取 り組むことが求められている。



さらに、良質で安心な医療を提供 し、人材育成及び情報発信等を担い、我が国の

あるべきがん医療の政策を提言 していくことが求められている。

第 1 中期 目標の期間

センターの中期 目標の期間は、平成22年 4月 から平成27年 3月 までの5年間 とする。

第 2 国民に対 して提供するサー ビスその他の業務の質の向上に関する事項

1 研究・開発に関する事項

(1)臨床を志向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療 の確立のため、臨床 を指向 した研究を推

進 し、優れた研究 。開発成果を継続的に生み出していくことが Z、要である。 こ

のため、センターにおいて以下の研究基盤強化に努めること。

① 研究所 と病院等、センター内の連携強化

②  「革新的医薬品 。医療機器創出のための 5か年戦略」 (平成 19年 4月 26日

内閣府・文部科学省・厚生労働省 。経済産業省)に基づ く、産官学が密接に

連携 して臨床研究 。実用化研究 を進 める 「医療 クラスター」の形成等、国内

外の産業界、研究機関及び治験実施医療機関等 との連携

③ 研究 。開発に係 る企画及び評価体制の整備

④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進

(2)病院における研究・開発の推進

治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもつて円滑に実施するた

めの基盤の整備に努めること。

(3)担 当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究 口開発の推進

これ ら研究基盤の強化により、詳細 を別紙に示 した研究 。開発 を着実に推進

すること。

2.医療の提供に関する事項

我が国におけるがんに対する中核的な医療機関として、がん対策推進基本計画

に掲げられた、「がんによる死亡者の減少」及び 「すべてのがん患者及びその家族

の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持 向上」 とい う目標を達成す るため、国内

外の知見を集約 し、高度先駆的医療の提供を行 うこと。

また、がんに対する医療の標準化 を推進す るため、最新の科学的根拠 に基づい
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た医療の提供を行 うこと。

患者 。家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者 との

信頼関係 を構築 し、また、患者 。家族が治療の選択、決定を医療者 とともに主体

的に行 うことができるよう支援す ることに加 え、チーム医療の推進、入院時か ら

地域 ケアを見通 した医療の提供、医療安全管理体制の充実、客観的指標等を用い

た医療の質の評価等により、患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供を行

うこと。

緩和医療については、がん患者 とその家族が質の高い療養生活を送 ることがで

きるよう、治療の初期段階か ら緩和ケアを提供できる体制を整備すること。

3.人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策を牽引す る上で特に重要なものであることか

ら、センターが国内外の有為な人材の育成拠点 となるよ う、がんに対する医療及

び研究を推進す るにあた リリーダー として活躍できる人材の育成 を行 うととも

に、モデル的な研修及び講習の実施及び普及に努めること.

4.医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項

セ ンター及び都道府県がん診療連携拠点病院等間のネ ッ トワークを構築 し、高

度先駆的医療の普及及び医療の標準化に努めること。

情報発信にあたつては、医療従事者や患者 。家族ががんに関 して信頼のおける

情報を分か りやす く入手できるよう、国内外のがんに関す る知見を収集、整理及

び評価 し、科学的根拠に基づ く診断及び治療法等について、国民向け及び医療機

関向けの情報提供を行 うこと。

5.国への政策提言に関する事項

医療政策をより強固な科学的根拠に基づき、かつ、医療現場の実態に即 したも

のにするため、科学的見地か ら専門的提言を行 うこと。

6.そ の他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応

公衆衛生上重大な危害が発生 し又は発生 しようとしている場合には、国の要

請に応 じ、迅速かつ適切な対応を行 うこと。
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(2)国際貢献

我が国におけるがんに対する中核的機関 として、その特性に応 じた国際貢献

を行 うこと。

第 3 業務運営の効率化に関する事項

1.効率的な業務運営に関する事項

業務の質の向上及びガバナンスの強化 を目指 し、かつ、効率的な業務運営体制

とす るため、定期的に事務及び事業の評価 を行い、役害1分担の明確化及び職員の

適正配置等を通 じ、弾力的な組織の再編及び構築を行 うこと。

総人件費については、セ ンターの果たすべ き役害1の 重要性を踏まえつつ、簡素

で効率的な政府 を実現するための行政改革の推進に関する法律 (平成 18年法律第

47号)や 「経済財政運営 と構造改革に関する基本方針 2006」 (平成 18年 7月 7日

閣議決定)に基づいて人件費改革に取 り組む とともに、給与水準に関 して国民の

理解が十分得 られ るようZ、要な説明や評価 を受けるものとすること。

その際、併せて、医療法 (昭和 23年法律第 205号 )及び診療報酬上の人員基準

に沿つた対応 を行 うことはもとより、国の制度の倉」設や改正に伴 う人材確保 も含

め高度先駆的医療の推進のための対応や医療安全を確保す るための適切な取組を

行 うこと。

また、独立行政法人に関す る制度の見直 しの状況を踏まえ適切な取組 を行 うこ

と。

センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。

① 給与水準について、セ ンターが担 う役害1に 留意 しつつ、適切な給与体系 とな

るよう見直 し

② 共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化

③ 一般管理費 (退職手当を除く。)について、平成 21年度に比し、中期 目標期

間の最終年度において 15%以上の削減

④ 医業未収金の発生防止及び徴収の改善並びに診療報酎‖請求業務の改善等収入
の確保

2.電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を費用対効果を勘案 しつつ推進

し、情報を経営分析等に活用すること。

推進にあたっては職員の利便性に配慮 しつつ、情報セキュリティの向上に努め
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ること。

3.法令遵守等内部統制の適切な構築

法令遵守 (コ ンプライアンス)等内部統制を適切に構築すること。

特に契約については、原則 として一般競争入札等によるもの とし、競争性及び

透明性が十分確保 され る方法により実施す るとともに、随意契約の適正化を図 る

こと。

第 4 財務内容の改善に関する事項

「第 3 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮 した中期計画の予

算を作成 し、当該予算 による運営を実施することによ り、中期 目標の期間における

期首に対する期末の財務内容の改善を図ること。

1.自 己収入の増加に関する事項

がんに対す る医療政策 を牽引してい く拠点 としての役害1を果たすため、運営費

交付金以外の外部資金の積極的な導入に努めること。

2.資産及び負債の管理に関する事項

センターの機能の維持、向上を図 りつつ、投資 を計画的に行い、固定負債 (長

期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲 とし、運営上、中・長期的に適

正なものとなるよう努めること。

第 5 その他業務運営に関する重要事項

1.施設 `設備整備に関する事項

施設・設備整備 については、センターの機能 の維持、向上の他、費用対効果及

び財務状況を総合的に勘案 して計画的な整備に努めること。

2.人事の最適化に関する事項

センターの専門的機能の向上を図るため、職員 の意欲向上及び能力開発に努め

るとともに、人事評価 を適切に行 うシステムを構築すること。

また、年功序列 をあ卜し、能力 。実績本位 の人材登用などの確立に努め、 さら

に、優秀な人材 を持続的に確保するため、女性の働 きやすい環境の整備及び非公

務員型独立行政法人の特性を活か した人材交流の促進等を推進すること。

3.その他の事項
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中期 目標 に基づきセンターの ミッションを理解 し、 ミッションを実現す るため

に必要なアクシ ョンプランとして中期計画を立て、具体的な行動に移す ことがで

きるように努めること。また、アクションプランやセ ンターの成果について、一

般の国民が理解 しやすい方法、内容で情報開示を行 うように努めること。

ミッシ ョンの確認 、現状の把握、問題′点の洗い出 し、改善策の立案、翌年度の

年度計画の作成等に資するため、定期的に職員の意見を聞くよう、努めること。
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担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 (別 紙 )

1.重点的な研究 口開発戦略の考え方

がんは単一 の疾患ではな く、その原因、宿主背景因子、本態 となる遺伝子異

常、病態、病期及び治療応答性等において極 めて多様な様相を呈す ることが明ら

かにされている。その罹患率及び死亡率を抑制す るためには、基礎研究、公衆衛

生研究及び臨床研究の各分野において高度先駆的な研究 。開発を展開す るととも

に、これ ら3大分野の有機的な連携に基づ く、我が国における総合的研究戦略 と

して推進することが極めて重要である。

このため、がんの原因 。本態解明、予防・診断・治療法の基盤 となる技術の開

発等基礎研究の成果 を、公衆衛生研究及び臨床研究に応用 し、より優れた予防・

診断・治療法の開発 に結びつけるとともに、公衆衛生研究及び臨床研究において

見出された疑間、仮説を基礎研究の課題 として積極的に取 り上げる等、双方向性

の橋渡 し研究を進めていく必要がある。

また、これ ら研究の方向性及びその成果 を的確に評価す るためにはまず、がん

の実態を把握 し、分析する研究が欠かせない。ついで、発生 したがんに対す る高

度先駆的診療技術の開発、 日本人のがん罹患率を低減 させ うる一次予防法の開

発、検診等早期発見による二次予防法の科学的評価 と開発が求め られ る。 さら

に、このように して開発 されたがんの予防・検診・診断 。治療法の均てん化を図

るための研究及び対策を展開する必要がある。

センターにおいては、これ らの研究課題について、センター内各部門の連携は

もとより、国内外の医療機関、研究機関、学会等 との一層の連携を図 り、総合的

な取 り組みを進めていくこと。

その実施 にあたつては、中期計画において、主な研究成果に係る数値 目標を設

定す るなど、セ ンターが達成すべき研究成果の内容 とその水準を明確化及び具体

イ乙す ること。

2.具体的方針

(1)疾病に着 目した研究

① がんの原因、発生・進展のメカニズムの解明

科学技術のイノベーションを常に取 り入れ、分子・細胞から個体に至るも

^ のまでを研究対象にすることにより、がんの原因、発生 。進展のメカニズム

を解明し、予防・診断 。治療への応用の糸口となる研究を行 う。

② がんの実態把握

各種がん登録による我が国のがんの罹患、転帰その他の状況等の実態及び
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その推移の把握、疫学研究によるがんの リスク・予防要因の究明等、がんの

実態把握に資する研究を推進する。

③ がんの本態解明に基づ く高度先駆的医療、標準医療の向上に資す る診断・

治療技術及び有効ながん予防・検診法の開発の推進

がんに対する高度先駆的な予防法、検診 を含む早期診断法及び治療法の開発

に資する研究を推進するc

また、既存の予防、診断、治療法に対す る多施設共同研究等による有効性の

比較等、標準的診断及び治療法の確立に資する研究並びに有効ながん検診法の

開発に資する研究を推進す る。

がん患者 に対する緩和医療の提供に関す る研究及び地域医療等 との連携によ

る療養生活の質の向上 と普及 に関する研究を行 うとともに、地域 ぐるみの在宅

医療を含めた医療システムのモデル開発を行 う。

また、高度先駆的な予防 。診断・治療法の開発の基盤 となる、バイオ リソー

スや臨床情報の収集及びその解析を推進する。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

「新成長戦略 (基本方針 )」 (平成 21年 12月 30日 閣議決定)においては、

ライフ・イノベーシ ョンに よる健康大国戦略 として、革新的な医薬品、医

療 。介護技術の研究開発 。実用化の促進が求められてい る。

この趣 旨を踏まえ、がんに関する研究成果等を安全かつ速やかに臨床現場
へ応用す るために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む。)、 特に高

度 に専門的な知識や経験が要求 される等実施に困難を伴 う治験、臨床研究の

実現を目指 した研究を推進す る。

また、海外では有効性 と安全性が検証 されているが、国内では未承認の医

薬品、医療機器について、治験等臨床研究を推進する。

これ らにより平成 21年度に比 し、中期 目標の期間中に、臨床研究実施件数

(倫理委員会にて承認 された研究をい う。)及び治験 (製造販売後臨床試験も

含む。)の実施件数の合計数の 5%以上の増加を図ること。

(2)均てん化に着目した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等 との連携を図 り、臨床評価指標の開発並びに診断・治療ガイ ド

ライン等の作成及び普及に寄与する研究を推進する。

がんに対す る医療を担 う高度かつ専門的な技術 を持つ人材育成 を図るた
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め、系統だつた教育 。研修方法の開発を推進するc

② 情報発信手法の開発

がんに対する正しい理解を促進 し、患者・家族に対する支援の質を向上さ

せるため、医療従事者及び患者 。国民への啓発手法の研究を推進するc



独立行政法人国立がん研究センター中期計画

独立行政法人通則法 (平成 11年法律第103号。以下 「通則法」 とい う。)第 29条第 1

項の規定に基づき平成22年 4月 1日 付けをもつて厚生労働大臣か ら指示のあった独立行

政法人国立がん研究センター中期 目標を達成す るため、同法第30条 の定めるところに

より、次のとお り独立行政法人国立がん研究センター中期計画を定める。

平成 22年 4月 1日

独立行政法人国立がん研究センター

理事長  嘉山 孝正

前文

独立行政法人国立がん研究セ ンター (以 下 「センター」 とい う。)は、その前身

となる国立がんセンターが昭和37年に我が国最初のナシ ョナルセンター として設立

されて以来、 日本のみならず、世界的ながん対策の中核施設 として、高度先駆的医

療、研究、国内外の医師 。研究者等に対する研修及び情報発信等の分野で先導的 。

中心的な役割を果たす とともに、 「第 3次対がん10か年総合戦略」をはじめとする

国の施策において我が国の中核機関としての重要な役害1を 担ってきた。

また、平成19年 4月 1日 に施行 されたがん対策基本法 (平成 18年法律第98号。以下

「がん対策基本法」 とい う。)に基づき作成 された 「がん対策推進基本計画」 (平

成19年 6月 15日 閣議決定。以下 「がん対策推進基本計画」 とい う。)において、セン

ターは、がん対策の中核的機 関 として、がん医療の標準化・均てん化に関して中心

的な役割を担い、我が国全体のがん医療の向上を牽引 してい くとともに、様々なが

ん対策に関連す る情報の収集・分析 。発信等に不可欠な組織 として情報提供体制を

整備 していくことが求められている。

セ ンターは、事業体 として、業務運営の効率化に取 り組む とともに、がんの死

亡・罹患などの実態把握 と原因及び本態の解明に基づ く予防法の研究開発、がん検

診 に係わる研究開発、高度先駆的及び標準化 に資す る診断、治療技術の開発 と普

及、がん研究 。がん医療等 を推進する人材育成、がん医療等に係わる情報提供、が

ん対策に係わる政策提言等 を使命 として掲げ、本使命 を達成できるよう、センター

が有する医療、研究、人材育成及び情報発信等の機能が相互に連携することにより

その能力を効果的に発揮 し、がんに関する医療政策に対す る課題を着実に解決 して

い くことで、がん対策推進基本計画に基づ くがん対策の推進に貢献する。

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示 を受けた平成22年 4月 1日 から



平成27年 3月 31日 までの期間におけるセンターが達成すべ き業務運営に関す る目標
(以下 「中期 目標」 とい う。)を達成するための計画を以下のとお り定める。

第 1 国民に対 して提供す るサー ビスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るために取るべき措置

可.研究・開発に関する事項

がんによる死亡者 (が んの年齢調整死亡率 (75歳未満 ))の減少、すべてのが

ん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活 の質の維持向上を実現す るため

患者アンケー ト等によ り実態を把握するとともにがん対策に資する研究に取 り組

み、研究成果の社会への還元を促進する

未だ解明されていない難治がん等の原因究明やがんの発生 。進展・転移の機構

解明を推進 し、先進医療 として認 められるような高度先駆的な予防・診断・治療
技術を開発するとともに、国内及び国際的な標準医療の確立 と改善に貢献す るの

みならず先駆的な医療 を世界に情報発信 していく。

これ らの研究等について世界を リー ドす る水準で実施 してい くための体制を充
実す る。特に、病院においては、最新の知見に基づいた標準的治療の開発のみな

らず高度先駆的ながんの診断・治療などの新 しい医療技術の臨床開発に取 り組むた
めの体制を整備する。

また、センターは、がん分野の基礎研究、公衆衛生研究及び臨床研究 (治験を

含む。)推進のために、研究の統括や調整を行 う。そのための研究基盤を構築・提

供 し、研究評価 とともに研究資源の適切な活用を図つてい く。

(1)臨床を志向 した研究 口開発の推進

① 研究所と病院等、センター内の連携強化

研究の成果を臨床の実用化やがん対策 につなげるために、研究所、がん予

防・検診研究セ ンター、がん対策情報センター、病院が高度専門性を有 した

上で、 トランス レーシ ョナル リサーチの推進 のために相互の機能の強化 と連

携を図 り、『先端医療開発推進会議』等を定期的に開催 し、世界的レベルでの

革新的医療・予防法の開発や標準医療の確立に資す る成果の継続的な作出を

目1旨す。

② 研究基盤の整備

センターが取 り組むべき分野の研究基盤 を整備 してい くために、臨床試料

及び情報を研究に活用するための体制等を構築 してい く。
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③ 臨床研究の推進のための中核機能の強化

また、臨床研究の推進のために、センターで行 う臨床研究を支援す る体制

及び多施設共同臨床研究の中核機能を担 うためのデータセンター等の整備 を

イ予う。

中期 目標の期間中に、センターが直接的又は間接的に支援 した臨床試験に

ついて、学会等が作成する診療ガイ ドラインに 5件以上採用されることを目

指す。

平成 21年度末現在、通算で肺癌 2件、胃癌 6件、食道 7件、婦人科腫瘍 2

件、乳癌 2件 と臓器領域毎の偏 りがあるが、今後、大腸、肝胆膵、泌尿器、

脳腫瘍、血液腫瘍等の領域の強化を目指す。また、中期 目標の期間中に、セ

ンターが、直接的又は間接的に実施す る臨床研究実施機関の訪問監査 (科学

性・倫理性 の確認調査)について、都道府県がん診療連携拠点病院の 20%、

地域がん診療連携拠点病院の 10%以 上の実施を目指す。

④ 産官学等 との連携強化

「革新的医薬品 。医療機器創出のための 5か年戦略」等を踏まえ、国内外

の大手 :ベ ンチャー企業等の産業界、先端研究施設、主要がんセンター等 と

「医療クラスター」を形成 して先端的な臨床研究を推進するために、産官学

連携 を支援す る産官学連携オフィス等の整備 を行 う。また、クラスター内で

の積極的な共同研究推進のための協議の場の設定及び早期臨床開発試験をつ

かさどるデータセンターを整備する。

これによ り、平成 21年度に比し、中期 目標の期間中に、共同研究件数、治

験実施件数及び国際共同治験実施数について各々5%以上の増加を目指す。

⑤ 研究 自開発の企画及び評価体制の整備

がん医療研究開発費による研究をはじめ、我が国のがん対策の中核機関と

しての使命 を果たすための研究を企画 し、評価 してい く体制の強化を図ると

ともに、研究を支援 していくための体制 も充実させる。

⑥ 知的財産の管理強化及び活用推進

研究開発 システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発

等の効率的推進等に関する法律 (平成 20年法律第 63号 )及び 「知的財産推

進計画」を踏 まえつつ、共同研究や受託研究等を推進するため知的財産管理

部門を設置 し、マテ リアル・ リサーチツールの管理・提供体制の整備、所有

知的財産権 の実施状況の追跡 。管理、知的財産関係書類等の管理強化、研究

者に対す る知財教育の実施、及び、上記研究を推進するため、知的財産管理
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や契約行為等に関す る管理機能や研究者 に対す る相談支援機能の充実 を図

く )。

また、中期 目標の期間中に、特許出願件数 とその内容が適切かどうかにつ

いて吟味 し、活用推進 に至るシステムを作る。

(2)病院における研究 。開発の推進

① 臨床研究機能の強化

病院は臨床開発の様 々な段階に対応す るため、橋渡 し研究を含む臨床研究

を行 うための診療体制等の整備を進める。

センターで実施 され る臨床試験の支援部門の整備 。強化を行 うとともに、

治験関連の体制の充実を図るc

また、その推進のために、積極的に独立行政法人医薬品医療機器総合機構

等 との人事交流を行って確保 された薬事 。規制要件の専門家を含めた支援体

制の基盤整備 を行い円滑な試験実施 を進めるとともに、支援体制のモデル化

により国内他施設への普及を図る。

また、治験 申請から症例登録 (First patient in)ま での期間を平均 130

日以内 とす る。

② 倫理性・透明性の確保

高度な倫理性・透明性が確保 された臨床研究等の実施を図るため、倫理審

査委員会等の機能 を強化するとともに、主要な倫理指針等について職員教育

の充実を図る。

また、セ ンターで実施 している治験等臨床研究について適切に情報開示す

るとともに、センターを受診す る患者への研究に関す る説明を組織的かつ効

率的に行 う体制や、患者・家族への研究に関す る情報開示及び問い合わせヘ

の対応の体制等を整備する。

(3)担 当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

がん対策基本法 とがん対策推進基本計画を踏まえ、がんによる死亡者 の減

少、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向

上を実現す るためのがん対策に資する研究に積極的に取 り組む。

具体的な方針 については別紙 1の とお りc

2.医療の提供に関する事項

がん征圧のための中核機関として、科学 と信頼に基づいた最良のがん医療を推
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進 してい くことにより、がん対策基本法の基本理念 として掲げ られた 「科学的知

見に基づ く適切ながんに係 る医療の提供」及び 「がん患者本人の意向を十分尊重

してがんの治療方法等が選択 され る体制整備」の実現を図るとともに、がん対策

推進基本計画の全体 目標 として定められた 「がんによる死亡者の減少」及び 「す

べてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」の達

成に貢献する。

臨床研究による研究開発 に取 り組む上でも、患者の安全を最優先にした医療の

提供を行 う。医療の提供に当たっては、最新の知見に基づいた標準的がん医療を

実践す るとともに、がん医療を行 う医療機関等 と連携 し、がん患者の意向及び利

便性に配慮 した適切かつ良質な医療が提供できる体制を構築する。

また、人材の育成 と情報の発信にも資する開発的な医療 と最新の標準的な医療

を提供できる診療体制を整える。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資す る医療の提供

① 高度先駆的医療の提供

開発的な医療を安定した状態で提供するための診療体制を整備する。

病院 と研究所の連携により、腫瘍組織や非がん部組織、体液等のゲノム 。

プロテオーム等の解析による治療の個別化を図り、最適な医療を提供する。

具体的には『HER2陽性胃癌に対する高度医療評価制度を用いた術後補助化学

療法の臨床試験』の実施などによる個別化治療の開発・普及を行う。

数年後を目途に、基本的に手術例のがん関連遺伝子の塩基配列決定を 「先

進医療コンソーシアム (仮称)」 を組織することにより行い、将来のゲノム解

析に基づくがん医療の実現の基盤を創る。

また、国内主要研究施設と連携 し、新規医薬品 。医療機器の医師主導治験

及び高度医療評価制度での臨床試験を展開し、最先端の医療を提供する。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

最新の科学的根拠に基づいた医療を安定した状態で提供するための診療体

制を整え、稀少がん及び難治がんを含めた各種がんの標準的治療の実践に取

り組む。

(2)患者の視点に立つた良質かつ安心な医療の提供

① 適切な治療選択の支援

患者 。家族が適切な治療を医療者 とともに主体的に選択、決定できるよ

う、病態に応じた説明文書の提供など正確でわかりやすい診療情報の提供に

努める。
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また、患者 自身のセカン ドオ ピニオン外来受診や家族による医療相談を円

滑に進めるために、支援体制 を整備する。

② 患者参加型医療の推進

患者からの生の声 。意見をプライバシーに配慮 しつつ、院内に掲示す る。

また、定期的な患者満足度調査や 日常的な患者 。家族の意見収集 を行い、診

療内容や業務の改善に活用す る.

③ チーム医療の推進

緩和ケア・栄養サポー ト・感染対策 。外来化学療法・褥蒼対策など専門的

知識 ・技術を身につけた多職種か らなる医療チームによる医療の支援活動を

充実 させる。他分野のチーム設置 (周術期管理)も検討する。

また、疾患毎に診断医・外科医・内科医を中心 として行 つている診療方針

の検討会 (キ ャンサー・ トリー トメン ト。ボー ド)については放射線治療医

や薬斉」師 。看護師など参加者の拡充を図 り、質の向上に努める。

④ 入院時か ら緩和ケアを見通 した医療の提供

患者のQOL向 上を図るため、入院診療から外来診療への移行を進 めると

ともに、切れ 目なく適切な医療 を提供できるよう、入院診療 と外来診療を続

合的に管理できる診療体制を構築す るc

がん医療を行 う医療機関等 との連携促進を図 り、良好 な継続 医療の提供に

努める。

具体的には、中期 目標 の期 間 中に、外来化学療法実施数 について年間

38,000件以上 (延べ数)に増加す ることを目指す。

また、院外を含めてより多 くの相談支援を行 うために、「がん患者 。家族総

合支援センター」を本来業務 と位置づけ強化す るとともに、今後―層重要 と

なる患者会 。遺族ケアに関す る取組を一層強化する。

⑤ 安全管理体制の充実

医療安全管理を続括、監督す る体制を構築 し、医療事故の報告の有無に関

わ らず、定期的に病院の各部門に対 し安全管理に必要な事項を調査す るとと

もに対策を立案 し、各部門に対 して助言、勧告、指導を行 う。

医療安全管理担当は、関係法令、指針等に則つて、各部門における医療安

全に関わる管理体制の編成、 日常的な医療安全の管理業務、医療事故等の発

生時における初動対応 と危機管理等を統括する。
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⑥ 客観的指標等を用いた医療の質の評価

患者の視点に立った良質かつ安心な医療 の提供を行 うため、センターで提

供する医療について、客観的指標等を用いた質の評価を行 うc

(3)その他医療政策の一環 として、センターで実施すべ き医療の提供

① がん患者に対する緩和医療の提供と療養生活の質の向上

がん患者 とその家族が質の高い療養生活 を送ることができるよう、がん患

者が必要 とす る緩和医療や精神心理的ケアを幅広 く提供できるよう治療初期

からの介入を 目指す。 これを実践す るために、多職種による緩和ケアチーム

を強化 し、中期 目標の期間中に、緩和ケアチームの関わる症例数について年

間 1,500件以上に増加す ることを目指す。

また、外部の医療機関などとの共同診療体制の構築に努めるとともに、相

談支援センターの充実を図る。

3.人材育成に関する事項

(1)リ ーダーとして活躍できる人材の育成

がん領域の医療や研究におけるリーダー として国内外を問わず活躍できる人

材を育成するために、 レジデン ト制度 。がん専門修練医制度をはじめとする専

門教育制度の充実を図る。

チーム医療を構成す る人材 を養成するため医師以外の職種にも対応 した制度

として発展 させ る。また、こうした専門家教育にかかわる部門の充実を図る。

(2)モ デル的研修 口講習の実施

がん対策推進基本計画に基づき、がん医療の均てん化を推進することを目的

として、地域で中核的にがん医療に携わつているがん診療連携拠点病院の医療

従事者等を対象に専門的な技能向上のための研修を企画 。調整 し実施する.

具体的には、医師 (身体担当及び精神担当)。 薬斉」師・看護師を対象にした緩

和ケア、化学療法等のチーム研修や相談支援センター相談員、院内がん登録実

務者研修等、センター外の医療従事者等を対象 とした研修プログラムの種類を

毎年 16種類以上提供 し、中期 目標の期間中に、同研修プログラムの延べ受講者

数について 4,500人以上に増加することを目指す。

4.医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

(1)ネ ッ トワーク構築の推進

都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会を毎年開催 し、全国の都道府県が



ん診療連携拠点病院等 と、が /ν 医療、相談支援・情報提供、院内がん登録等に

ついて、意見交換や情報共有を行 う。

がん診療連携拠′像病院等に対 し、画像診断 コンサルテーション、病理診断コ

ンサルテーシ ョン、放射線治療品質管理 。安全管理体制確立の支援及び放射線

治療スタッフヘの技術指導等を実施す るとともに、中期 目標の期間中に、病理

診断コンサルテーションの件数について年間 250件以上に増加することを目指

すc

(2)情報の収集・発信

全国において適切ながん対策が実施 され るよう、がんに関連する情報 を収

集、整理及び評価 し、発信するcま た、そのために必、要な体制を整備するc

患者・家族 。国民に対 し、がんの予防、早期発見、診断、治療及び療養に関

する科学的根拠 のあるがん関連情報やがん診療連携拠点病院の診療実績情報等

を、ホームページ 「がん情報サー ビス (一般 の方へ
)」 、冊子、患者 Z、携、講演

会等を通 して、発信する。発信情報の作成 に当たっては、がん対策情報センタ

ー 「患者・市民パネル」の協力を得て行い、また患者の視点に立った情報提供

を進める。

医療者に対 して、診療ガイ ドライン、がんの臨床試験情報 がん診療画像 レフ

ァレンスデータベース、パスデータベース、がん研究情報データベース等の情

報をがん情報サー ビス (医療従事者の方へ
)、 (が ん診療連携拠点病院の方へ

)」

より発信するc

がん情報サー ビス利用者の背景、満足度等 を確認する仕組みを導入 し、利用

状況を確認す る。有識者、医療関係者 、がん患者、家族 の代表で構成 される
「がん対策情報セ ンター運営評議会」の意見に基づきサービスの改善を行って

いく。

がん診療連携拠点病院等において実施 され る院内がん登録及び都道府県にお

いて実施 され る地域 がん登録等の実施状況 を把握 し、がん対策情報センター |二

データを収集 し、集計 。発信 を行 うとともに、予後調査な どの転帰情報の収集

を支援する。

地域がん登録、院内がん登録の登録項 目の標準化を促進する。また、地域が

ん登録実施県を増加 させ るために、地域がん登録の標準方式の設定、標準方式

に準拠 したシステム開発・配布、登録実務担 当者の教育研修などを通 じて、未

実施県での導入に際 して技術的支援を行 う。

このため、中期 目標の期間中に、院内がん登録実地調査について、合計 130

施設以上、全ての都道府県での実施を目指す。また、中期 目標の期間中に、地

域がん登録訪問調査 について、全ての都道府県 に訪問調査を実施することを目
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指す。

5.国への政策提言に関する事項

我が国のがん対策が、より強固な科学的根拠 を持 ち、かつ、がん患者を含 めた

国民の視点に立った実情に即 したものになるよ う、世界の科学技術の動向、研究

成果やその有効性、社会情勢、社会的要請等 を踏まえ、科学的根拠に基づいた専

門的な政策提言を行 う。

また、科学的根拠 に基づいた政策提言機能 を実施するための組織を構築する。

6.そ の他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応

国の要請に対 しては積極的な対応を行 う。 また、災害や公衆衛生上重大な危

機が発生 し又は発生 しようとしている場合 には、がん医療に関する範囲内に

て、可能な限 り適切な対応を行 うc

(2)国際貢献

わが国のがん対策の中核機関として、知的支援体制を整 え積極的に国際貢献

を図つてい く。そのため、がんの研究 。医療 。政策に係る国際的団体への貢献

をはじめとして、研究開発や政策形成等にお ける国際連携に積極的に参加・参

画するとともに、二国間等での研究等協力を推進 していく。

第 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

1.効率的な業務運営に関する事項

(1)効率的な業務運営体制

センター としての使命 を果たすこ

分析機能を高めるとともに、人的・

化を目指 した体制を構築する。

さらにセ ンターの使命 に応 じて、

門の再編を行 う。

とができるよう組織内の企画立案、調整、

物的資源 を有効に活用 し、ガバナンスの強

より効率的に成果を生み出せるよう、各吉F

総人件費については、センターの果たすべき役害1の 重要性を踏まえつつ、簡

素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 (平成 18年法

律第 47号)に基づき平成 22年度において 1%以上を基本 とする削減に取 り組

み、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」 (平成 18年 7月 7日 閣

議決定)に基づき、人件費改革の取組を平成 23年度まで継続するとともに、給
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与水準に関 して国民の理解が十分得 られるよう必要な説明や評価を受けるもの

とする。

その際、併せて、医療法 (昭和 23年法律第 205号)及び診療報酬上の人員基

準に沿つた対応を行 うことはもとより、国の制度の創設や改正に伴 うノ、材確保

も含め高度先駆的医療の推進のための対応や医療安全 を確保するための適切な

取組を行 う。

また、独立行政法人に関す る制度の見直 しの状況 を踏まえ適切な取組 を行

うc

① 副院長複数制の導入

特命事項 を担 う副院長の設置を可能 とす るとともに、冨1院長の役割 と院内

での位置付けを明確化する

② 事務部門の改革

事務部門については、配置を見直 し、効率的・効果的な運営体市1と する。

(2)効率化による収支改善

センター としての使命 を果たすための経営戦略や毎年の事業計画を通 じた経

営管理により収支相償の経営を目指す こととし、 5年間を累計 した損益計算に

おいて、経常収支率が 100%以上 となるよう経営改善に取 り組む。

① 給与制度の適正化

給与水準等については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の

給与等を踏まえ、業務の内容 。実績に応 じたものとなるよう見直すc

② 材料費の節減

医薬品、医療材料等の購入方法、契約単価の見直 しにより、材料費率の抑

制に努める。

③ 一般管理費の節減

平成 21年度に比し、中期目標の期間の最終年度において、一般管理費 (退

職手当を除く。)について、15%以上節減を図る。

④ 建築コス トの適正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、コス ト削減を図り、投資の効率化

を図る。

⑤ 収入の確保

医業未収金については、新規発生の防止に取 り組むとともに、定期的な支

払案内等の督促業務を行 うなど回収に努めることやクレジットカー ド払いの

導入等により、平成 21年度に比して (※ )医業未収金比率の縮減に取 り組
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む c

また、診療報酬請求業務 については、院内の レセプ ト点検体制の確立等に

より適正な診療報酬請求事務の推進に努める。

※ 平成 21年度 (平成 20年 4月 ～平成 22年 1月 末時点)医業未収金比率

0.12%

2.電子化の推進

(1)電子化の推進による業務の効率化

業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化を、費用対効

果 を勘案 しつつ取 り組む よ う努 めるとともに、情報セキュ リティの向上を図

るc

(2)財務会計システム導入による月次決算の実施

企業会計原則に基づ く独立行政法ノ、会計基準への移行に伴い財務会計システ

ムを導入 し、月次決算を行い、財務状況を把握す るとともに経営改善に努め

る。

3.法令遵守等内部統制の適切な構築

法令遵守 (コ ンプライアンス)等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築

す る。

契約業務については、原則 として一般競争入札等によるもの とし、競争性、公

正性、透明性を確保 し、適正に契約業務を遂行するとともに、随意契約について

は、従前の 「随意契約見直 し計画」を踏まえた適正化を図 り、その取組状況を公

表す るc

第 3 予算、収支計画及び資金計画

「第 2 業務の効率化に関する目標 を達成するために取るべき措置」で定めた計

画を確実に実施 し、財務内容の改善を図る。

1.自 己収入の増加に関する事項

民間企業等か らの資金の受 け入れ体制 を構築 し、寄附や受託研究の受けフ、れ

等、外部資金の獲得を行 う。

2.資産及び負債の管理に関する事項



センターの機能の維持・向上を図 りつつ、投資を計画的に行い、中 。長期的な

固定負債 (長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲 とし、運営上適切

なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資 に当たっては、原貝1、 償還確実性 を確保す

る。

(1)予  算 別紙 2

(2)収支計画 別紙 3

(3)資金計画 別紙 4

第 4 短期借入金の限度額

1.限度額  3, 400百 万円

2 想定され る理由

(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応

(2)業績手当 (ボーナス)の支給等、資金繰 り資金の出費への対応

(3)予定外の退職者の発生に伴 う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対応

第 5 重要な財産を処分 し、又は担保に供 しようとする時はその計画

なし

第 6 剰余金の使途

決算において乗」余を生 じた場合は、将来の投資 (建物等の整備・修繕、医療機器

等の購入等)及び借入金の償還に充てる。

第 7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1.施設・設備整備に関する計画

中期 目標 の期間中に整備す る施設 ・設備整備については、別紙 5の とお りとす

る。

2.人事システムの最適化

職員が業務で発揮 した能力、適性、実績等を評価 し、職員の給与に反映 させる

とともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導フ、するc当該制度の適切

な運用を行 うことにより優秀な人材の定着 を図 り、人事制度へ活用す ることによ

り、センター全体の能率的運営につなげる。

非公務員型組織の特性を活か した人材交流の促進など、優秀な人材 を持続的に

確保す る観′ほか ら人材の適切な流動性 を有 した組織を構築す るため、国、国立病

12



院機構等独立行政法ノ、、国立大学法人、民間等 と円滑なノ、事交流を行 う体制 を構

築する。

女性の働きやすい環境 を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師 とその他医療従事者 との役害1分担を見直 し、職員にとつて魅力的で働 き

やすい職場環境の整備に努める。

3.人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供 してい くため、医師、看護師等の医療従事者につ

いては、医療を取 り巻 く状況の変化に応 じて柔軟 に対応するとともに、経営に

十分配慮するc

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続 き推進するとともに離職

防止や復職支援の対策を講 じる。

また、幹部職員など専門的な技術を有する者 については、公募を基本 とし、

優秀な人材の確保に努める。

(2)キ旨標

センターの平成 22年度期首における職員数を 1,342人 とするものの、医師、

看護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応す るために、変動が見込ま

れるものであ り、中期 目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に支障

が生じないよう適正な人員配置に努める。

特に、技能職については、外部委託の推進に努める。

(参考)中期 目標の期間中の人件費総額見込み

53, 697百 万 円

4.その他の事項

センターの ミッションを理解 し、 ミッションを実現す るためにZ、要なアクショ

ンプランを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。

また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解 しやす

い方法、内容で情報開示 をホームページ等で行 うように努める。

ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗い出 し、改善策の立案、翌年度の

年度計画の作成等に資す るよう、職員の意見をセ ンター内メール・システム等に

て聴取を行 うよう努める。
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担当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究・開発の推進 (別紙 1)

1.重点的な研究 口開発戦略の考え方

がん対策基本法 とがん対策推進基本計画を踏 まえ、がん対策に資する研究に積

極的に取 り組み、世界 をリー ドする研究成果 を継続的に創出するとともに、その

成果の社会への還元を促進する。

その実現に向け、病院 と研究所の連携 をより強化 し、企業や国内外の大学、学

会等のアカデ ミア機 関 との産官学連携の一層の推進 を図 りつつ、がんの原因 。本

態解明の基礎研究か ら予防及び診断・治療技術の革新的開発を目指 した橋渡 し研

究や早期臨床開発試験 を積極的に推進す る。 さらにセンターが中心的に支援・コ

ン トロール し、がん診療拠点病院等を中心 とした多施設共同臨床試験を展開 し、

新 しい標準治療の開発 と国内への普及を積極的に推進す る。早期の開発か ら標準

化を目指 した基礎・臨床研究をセンターが主体的に展開 し、世界のがん医療 に大

きく貢献す る成果をあげるよう、総合的に研究を推進す る。また、疫学研究等に

よる日本人のエ ビデ ンスの収集や、がん医療の質的向上に資する研究、情報発信

手法の開発に関す る研 究等に取 り組み、その成果 を活用 してい くことにより、が

ん医療の均てん化に寄与する。

具体的には、中期 目標の期間中に、センター全体 として、lo件以上のがん対策
の推進に大きく貢献す る顕著な成果をあげることを目指す。

2.具体的方針

(1)疾病に着目した研究

① がんの原因、発生・進展のメカニズムの解明

ア がんの原因解明に資する研究の推進

がん発生の要因に関 して、ゲノム・ェ ピゲノム解析、様々なゲノム修飾
に関する網羅的解析、発がん動物モデル を用いた研究成果をもとに、外的

な環境要因 (食事、喫煙、ウィルス・細菌感染、職業環境等)、 生活習慣

病や炎症などの内的環境要因及び遺伝的な発がん要因の解明に取 り組む。

生活習慣病や炎症等に起因するがんの発生・成立に関 して主導的な役害1

を果たしている分子機構の解明に取 り組む。

発がん感受性 の分子機構を解明 し、その知見に基づ く新 しい予防法の開

発を目指す。

イ がんの発生 ,進展のメカニズムに関する研究の推進      °

がんが多様性 を獲得し進展・浸潤 。転移する過程、及び、治療抵抗性を

獲得する分子機構を、がん細胞似1と 宿主倶1の両方の観点から統合的に解明

することを目指すg

４

．



ウ がんの本態解明の研究の推進

がん本態の特性を様々な検討によ り解明 し、有効な治療標的の同定につ

なげる。

分子病理学的解析を基盤 としたがんの病理学的診断・分類等に関する研

究を進 めるとともに、がんにおけるゲノム・エピゲノム異常並びに不安定

性、RM及 び蛋白質発現の変化 と、治療応答性等 との関係の解明に取 り組

む。高精度診断マーカー開発のためのゲノム・プロテオミクス等の新たな

診断技術の開発に取 り組む。各種がんに特徴的な細胞周期・信号伝達系・

分化・細胞死プログラムの制御異常の解明、がん組織及び担がん個体にお

ける代謝系 。内分泌系の異常の解明、がんにおける幹細胞、転移・浸潤を

規定す るがん細胞側・宿主側の要因 とそれ らの相互作用の解明、がんにお

ける間質及び脈管系の役割の解明に取 り組む。

また、がん及びがん治療における腫瘍免疫の特性の解明に関す る基礎研

究を積極的に推進 し、診療標的 としての可能性を検討する。その他、生命

科学の新 しい進展に伴い、高度先駆的がん診療開発に資する基礎的研究の

積極的な展開に取 り組む。

② がんの実態把握

ア がん登録の推進によるがんの実態把握

がん登録 を推進 し、がんの罹患、転帰な どの実態 とその推移を把握する

ために、登録対象の範囲や予後調査の方法等を含めた実施体制の標準化と

連携体制について検討を行 う。 さらに、正確ながん統計情報の整備に向け

たがん登録の課題を検討する。また、がん登録から収集 されたデータを用

いて、がん医療の地域間格差の把握 と分析に関する研究等の解析を行 う。

がん診療連携拠点病院等において実施 される院内がん登録及び都道府県

において実施 される地域がん登録等 よ り、がん対策情報センターに収集さ

れたデータを用いて、全国的な傾向や課題などを分析・評価する。また、

国と県のがん対策計画の企画・評価 におけるがん統計の適切な利用を支援

する。

イ がんの原因究明に基づ 〈予防法の研究開発

動物実験や大規模 コホー ト研究等の疫学研究を実施することにより、が

んの発生 に関わる環境 。生活習慣等外的要因、加齢 。遺伝素因等内的要

因、及びそれ らの相互作用を解明す るなどに取 り組み、がんのリスク・予

防要因究明のための基礎的研究を推進する。
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基礎的研究及び疫学研究などの知見に基づき有効ながん予防法の開発を

イ予う。

③ がんの本態解明に基づ く高度先駆的医療の開発、標準医療の向上に資する

診断・治療技術の開発及び有効ながん予防・検診法の開発

ア 有効ながん予防法の研究開発

科学的根拠に基づ き、発がん性やがん予防の有効性の評価を行 うととも

に、基礎的研究の知見に基づ く新 しい予防法の開発 を行 う。

介入研究等により、予防法の有効性に関する検証を行 うc

イ 最先端技術等を応用 した革新的な検診手法の研究開発

画像技術等医用工学の現場への導入を目指す。

生活習慣、家族歴 ・既往歴、健康の状態や新規バイオマーカー等の情報

に基づ き、重点的に検診受検勧奨すべき対象者 を同定する方法の検討を行

う。

ウ 本態解明に基づ く高度先駆的ながんの診断・治療法の基礎技術の開発研
中
カ コ

産官学連携体制を積極的に構築 し、臨床医学 と基礎研究を直接結びつけ

る橋渡 し研究の推進 を行 うc

特に至適な臨床導入 を目指 した新規分子標的治療薬などの抗がん剤や免

疫・細胞 。遺伝子療法な どの基礎的研究、 ドラッグ・デ リバ リーシステム

(DDS)や遺伝子・核酸医薬のベクター・デ リバ リーシステムに関する基礎

的研究、薬物療法の個別化に資する基礎的研究、がん診療に有用な再生医

学の基礎的検討、放射線診断・治療の基礎 となる放射線生物学的研究、生

体イメージングを含 めた新 しい放射線診断・治療の基礎的研究、緩和医療

の技術開発・至適化や精神腫瘍学の科学的基盤の構築 に資す る基礎的研究

などを積極的に展開する。

工 わが国における臨床試験の推進に資する研究の実施

化学療法、放射線療法、手術及びそれ らを組み合わせ る集学的治療の新

たなよりよい標準治療及び標準診断法を開発する多施設共同臨床試験 (主

として第 Ⅱ相試験～第Ⅲ相試験 :後期治療開発)にお ける中央支援機構を

担 うことを通 じて、各種がんの標準治療の進歩に貢献す る。

多施設共同臨床試験等の支援を通 じて、規制要件、研究倫理、臨床研究

方法論の教育 と普及、治療効果や毒性の共通判定規準の作成 と普及、有害
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事象報告システムや施設訪問監査による臨床試験の科学性 と倫理性を担保

する体制構築の支援 と普及、及びそのための方法論の研究を行 う。

オ 有効ながん検診法の研究開発

有効な検診 を高い質で行 えるよう、有効性評価及び精度管理に関する研

究を推進す るとともに、死亡率減少が実現できる検診 システムを開発す

る。

力 がん患者の療養生活の質を尊重するがん医療の提供体制の整備に資する

研究開発の推進

外来通院治療な どの安全でかつ効率的・効果的な実践 と普及のための研

究開発を行 う。

苦痛のないがん治療のため、早期か らの緩和ケアの導入による副作用の

対策や症状緩和の臨床研究を推進するとともに、がん患者の QOLの 向上に

資する緩和ケアや精神心理的ケアを、切れ 日なく効果的に提供するため、

入院から在宅療養への移行 を見据えた緩和ケアの提供体制を開発するc

さらに、地域医療 (在宅医療など)・ 福祉 との連携 によるがん患者・家

族支援のモデルの開発を行 うことにより、通院治療か ら在宅ケアに至る切

れ 目のない効果的な治療体制 とその支援体制を構築す る。

キ がんの原因・本態解明研究の基盤整備 L構築と活用

病院の診療や臨床試験か ら生み出される診療情報並びに臨床試料をデー

タベース及びバイオ リソースバンクとして整備 し、他施設 との共同研究ヘ

の供与も含め、広 くがん対策に資する研究に活用する。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

ア 高度先駆的ながんの診断・治療など臨床開発の推進

基礎的研究成果や最先端技術を応用 した新 しい医療技術 (診断・治療・

緩和)の早期臨床開発を行 う。

具体的には、ゲノムやプ ロテオ ミクスを応用 した高精度診断マーカー、

最先端イメージング技術やナ ノテクノロジーを応用 した新 しい画像診断技

術など診断技術及びがんの本態解明に基づいた分子標的治療薬など新規薬

物療法、遺伝子・細胞 。免疫治療、新たな放射線治療法、機能温存手術や

再生医療技術な どを用いた新 しい外科手術手技の開発、新 しい緩和医療技

術や精神腫瘍学的介入法な どの臨床開発を産官学連携 のもとセンター全体

で積極的に推進 し、世界の臨床開発拠点の一翼を担 う。

17



イ 国内未承認の医薬品・医療機器治験等臨床研究の推進

がんの診断・治療などの臨床開発 を行 う上で必須である早期開発治験や国

際共同治験、医師主導治験な どを積極的に実施 し、世界のがん医療の開発

拠点の一翼を担 う。

これ らにより、平成 21年度に比 し、中期 目標の期間中に、臨床研究実施

件数 (倫理委員会にて承認 された研究をい う。)及び治験 (製造販売後臨

床試験も含む。)の実施件数の合計数の 5%以上の増加 を目指す。

(2)均てん化に着目した研究

① がん医療の質的向上・均てん化のための研究開発の推進

ア がん医療の質の管理の推進に資する研究の実施

がん医療の質を評価する信頼性・妥当性のある指標の開発を行 う。

がん医療の均てん化に資す るがん医療の提供体制や全国 レベルでの医療

機関の連携体制のあ り方について検討するとともに、がん医療の質を管理

す る方策 として、効果的な画像診断支援、病理診断支援 、放射線品質管

理、画像 レファレンスデータベースの構築等に関する研究 。開発を行 う。

関係学会等 と連携 し、EBMを 踏まえた診断 。治療ガイ ドライン等の作

成に寄与する。

イ 人材育成に関する研究の推進

全国のがん医療の均てん化の推進に資するよ う、専門的にがん医療 に従

事す る者 を育成するための研修プログラムや、各地域でがん医療について

指導的な役割を担 う者 を育成 してい くための研修の方法 について検討す

る。

② 情報発信手法の開発

ア がん医療の均てん化に資する医療者向け情報の提供方法等の開発

医療者向け情報について、コンテ ンツの効率的な収集 。維持体制や提供

方法に関する研究を行 う。

イ 患者・国民等へのがん医療・がん研究に対する理解を支援する方法の開

発

患者 。家族 。国民等に対 して、がんの予防、早期発見、診断、治療、が

ん研究に関する知識や情報を集積 してわか りやす く提供す ることに関する

研究に取 り組む。
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ウ がん予防及びがん検診の普及等に関する研究の推進

科学的根拠に基づいたがん予防の推進に資する研究を行 う。

科学的根拠 に基づいたがん検診 の普及の方法 について検討す るととも

に、評価を行 う。

工 科学的根拠に基づ く政策提言の実施に資する研究の推進

科学的根拠に基づ く政策提言の在 り方、手法について検討する。
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別紙 2

中期計画 (平成 22年度か ら平成 26年度)の予算

(注2)診療報酬改定は考慮していない。
(注 3)給与改定及び物価の変動は考慮していない。
(注4)このほか、国から承継する一切の権利義務に係る収入支出がある。

[人件費の見積り]

期間中総額53,697百 万円
上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関等派遣職員給与に

相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定ルール ]

【運営費交付金の算定方法】
平成22年度は、業務の実施に要する経費を個々に見積り算出する。平成23年 度以降、これを基礎として以下の算定

ノレールにより決定。
【運営費交付金の算定ルール】
毎事業年度に交付する運営費交付金 (A)について、以下の数式により決定する。

(A)=〔 IA(a)Xα ll+〔 A(b)Xα 21+(A(c)× α 31〕 ×β+(B)十 (C)
A(a):前年度における-11管理費 (運営基盤経費)に係る運営費交付金
A(b):前年度における専門医師等育成事業に係る運営費交付金
A(c):前 年度における専門医師等育成事業、一般管理費 (運営基盤経費)及び退職手当を除く運営費交付金
α l :一般管理費 (運営基盤経費)に係る効率化係数。各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的

な計数値を決定する。
α2:専門医師等育成事業に係る効率化係数。各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数

値を決定する。
o3:一 般管理費 (運営基盤経費 )、 専門医師等育成事業経費及び退職手当を除く運営費交付金に係る効率化係数。

各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数値を決定する。
β  :政策係数。法人の業務の進捗状況や財務状況、政策ニーズ等への対応の必要性、独立行政法人評価委員会に

よる評価等を勘案し、各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数値を決定する。
B :退職手当相当額。毎年度の予算編成において決定する。
C :特殊要因経費。法令等の改正等に伴い必要となる措置又は現時点で予測不可能な事由により発生する資金需要

であつて、毎年度の予算編成過程において決定する。
【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数】
αl :0 9フ と置く。
α2 :1 00と 置く。
α3 :0 99と 置く。

β  :1 00と置く。

(単位 :百万円 )

区  別 金 額

収 入

運営費交付金

施設整備費補助金

長期借入金等

業務収入

その他収入

計

43,318
2,988

12,222

165,579
11,740

235,847

支 出

業務経費

施設整備費

借入金償還

支払利息

その他支出

計

183.862

26,119
10,170

2,173
51088

227子 412

注可)計数は原貝1と してそれぞれ四捨五入によっているので、耐数において合計とは一致しないもあ

2o



男11眠 3

中期計画 (平 成 22年度か ら平成 26年度)の収支計画

(単 位 :百万 円 )

区  別 金 額

費用の部

経常費用

業務費用

給与費

材料費

委託費

設備関係費

その他

財務費用

その他経常費用

臨時損失

収益の部

経常収益

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金戻入

業務収益

医業収益

研修収益

研究収益

その他

土地建物貸与収益

宿舎貸与収益

その他経常収益

臨時利益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

212,401

212,345

209,957

74,505

61,772

17,018

31,751

24,912

2,173

215

56

213,701

213,646

41,976

1,245

169,827

149,934

88

19,606

199

227

193

177

56

1,301

0

1,301

(注 )計数は原則 としてそれぞれ四捨五入によつているので、端数において合計 とは一致 しないものがある。
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男11紙 4

中期計画 (平成 22年度か ら平成 26年度)の資金計画

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計 とは一致 しないものがある。

(注 2)前期よりの繰越金は、国立高度専門医療センター特別会計からのものを示す。

(注 3)こ のほか、国か ら承継する一切の権利義務に係る収入支出がある。

(単位 :百万円)

区 別 金  額

資金支出

業務活動による支出

研究業務による支出

臨床研究業務による支出

診療業務による支出

教育研修業務による支出

情報発信業務による支出

その他の支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期 目標の期間への繰越金

資金収入

業務活動による収入

運営費交付金による収入

研究業務による収入

臨床研究業務による収入

診療業務による収入

教育研修業務による収入

情報発信業務による収入

その他の収入

投資活動による収入

施設費による収入

財務活動による収入

長期借入による収入

その他の収入

前期よりの繰越金

235,847
1861035

13,111

20.830

122,769

9,133

9,389

10,803

26,119

15,258

8,435

235,847

209,494

43,318

2,580

16,775

145,937

88

199

597

2,988

2,988

16,257

12,222

4,035

7.108
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男11低 5

施設・設備に関する計画

国立がん研究センターが担うべきがん患者に対する最先端のがん治療のための

臨床研究及びがん治療を中長期的に安定してがん患者に実施できるよう、本中期

計画期間中、医療機器等及び施設設備整備について、がん臨床研究・がん治療の

高度化への対応、経営面の改善及び患者の療養環境の改善を図るために必要な投

資を行うものとする。

なお、本計画は、毎年の経営状況等を総合的に勘案し、必要な見直 しを行うも

のとする。

区 月1
予 定 額
(百万円)

財 源

医療機器等整備

施設設備整備

(内訳 )

新棟設備更新・改修工事

予検センター設備更新・改修工事

研究所耐震強化工事

ヒトゲノム棟衛生設備更新工事

教育研修棟更新築

RI実験室・動物実験施設増改修

病棟・保育所改修工事

ディケア施設新築

8,745

6,466

長期借入金等

長期借入金等

施設整備費補助金

合 計 15,211
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※PC環境によリサイズ変更できなしヽ場合があります

文字サイズ 1拡大 1標準 1鑓■ |

役員名簿

トッフ 〉国立がん研究センターについて 〉概要 〉役員名簿

役職 氏名 職 歴

理事長
嘉山 孝正

(か やま たかまさ)

国立大学法人山形大学医学部長

理事

(非常勤)

新井 ―

(あらい はじめ)

順天堂大学医学部附属順天堂医院院長 (現職 )

岩坪 威

(いわつば たけし)

東京大学大学院医学系研究科教授 (現職 )

町田 香

(まちだ さとる)

フイデアホールディングス(株 )取締役会議長 (現職 )

監事

長崎 武彦

(ながさき たけひこ)

公認会計士 (現職 )

久道 茂

(ひさみち しげる)

日本医学会副会長 (現職 )
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中央病院

院長 嘉山 孝正

臨床開発センター

センター長 六津 敦
東病院

院長 江角 浩安

研究所

所長 中村 祐輔

がん予防・検診研究レ ター

センター長 森山 紀之

螺 騎

…
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国立がん研究センター中央病院組織図
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病院長

嘉山 孝正

蜜寓斉1吉5

薬剤書『長:山本弘史

副院長

診療担当 ′」ヽ菅 智男

教育担当 渋井 壮一郎

研究担当 飛内 賢正

医療安全 荒井 保明

経営担当 藤原 康弘

放射線部

科 長:荒井 保明

科 長:伊丹 純

技師長:梶谷 敏郎

技師長:阿吉『 容久

臨床検査部

科 長:津田 均

技師長:三浦 隆1佳
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国立がん研究センター

中央病院診療体制図
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lE和医療fl、 情神腫蕩科

田

1団讐髄腫傷11

1斗 長:渋井 泄一部
二1科 _Fv:成田 薔孝
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呼吸器腫瘍科
科 長:濃村 尚生
科 長:B3村 友秀
副科長:金子 昌弘
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泌尿器 後腹膜腫瘍1斗

科 長:蔽元 博行

W塾松高ム[コ
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皮膚腫瘍1斗

科 長:山崎 直也

血液歴瘍科・遣血幹縞胞1多植科
1斗 長:飛内 賢正
副料長:高上 洋一

骨軟言5腫瘍1斗

科 長:中馬 広一
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国立がん研究センター

東病院組織図

各診療科

各科長

看護部

看護薔F長:市 1喬 富子
―□

l::::[]::::::::::]

臨床検査部

技師長:山田 清春

放射線部

科 長:佐情 光夫

科 長:荻 野 尚

技師長:花 井 耕造
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がん研究センター

院診療体制図

病理科・臨床検査科

科 長 :落合 淳志

頭距吉『外料、頭頸書「内科、

形成外科

事L腺外科、血液化学療法科

呼吸器外科、呼吸器内科、

呼吸器内視鏡科

食道外科、胃外科、大腸外科、

下grttfL管 内科、上書「消化書内科、

消fL管内視鏡科

肝胆膵外科、肝胆膵内科

麻酔科

緩和医療科、精神腫瘍科

頭頚吾口腫瘍科・形成外科

科 長:林 隆一

副科長:日 原 信

副科長:櫻庭 実

手Ll泉 科・血液化学療法科
科 長:伊藤 回8月

副科長:和田 徳昭

呼吸器腫蕩科

科 長:永井 完治

科 長:大江 裕一郎

副科長:大松 広伸

消 1し管腫瘍科

科 長:小西 大

科 長:斎藤 典男

科 長:六津 敦

副科長:西村 光世

副科長:土井 俊彦

副科長:金子 和弘

肝胆膵腫瘍科
科 長:木T平
副科長:池田 公史

泌尿器科

科 長:日 中 俊之

麻酔科・集中治療科

科 長:高地 明

放射線診断科

科 長:佐竹 光夫

放射線治療科
科 長:荻野 尚
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国立がん研究センター

研究所組織図 1ヒ堀 吉B
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― 腫瘍内分泌プロジェクト

―一一―ゲノム構造解析プロジェクト

――一―――一 連携研究支援プロジェクト

―――――――プロテオームバイオインフォーマティクスプロジェクト

かん性韓細胞研究プロジェクト

たばこ政策研究プロジェクト

がん予防基曜研究ブロジェクト

早期がん3JI究ブロジェクト

かん患者病態生理研究部

上国 保仁
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国立がん研究センター
がん予防・検診研究センター組織図

総音 le:ま室
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Jl‐1寸 :=断 開発室
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横言事実施管理研究室
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検診開発研究部

村松 華男

検診研究部

齋藤 博
理事長

嘉山 孝正

がん予防・検診研究センター長

森山 紀之

予防研究部

津金 昌一即
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国立がん研究センター

センター長補佐

若尾 文彦

がん対策情報センター組織図

多施設臨床試験・診療支援部長
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情報提供・診療支援グJ17-プ長

若尾 文彦

がん情報・統計部長

祖父江 友孝

センター長

嘉山 孝正



国立がん研究センタ

事務部門組織図

結ヽ係
部

強締
Ⅷ

人事部

干田 強
人事課 秘書悴

人事管理室
ム争1キ

1さ Jユ 1系

理事長

嘉山 孝正

LI人義 鈍

労務管理室

専Fヨ職
|

1警景億
労務専門職

企画経営部

依田 晶男
企画経営課

■回調整 1年

経営 f系

翡果
コ ゞ講デ

係
財務経理部

長岡 祐治
― ―

晒

[図 書館
|

講
庶諮1キ

軍病院

管理課 会計 i子

モ1究業務係

管理専門職

医事室
医事係
■院・ヽ
:f療 報
言f療 '1書

医事専門職

患者相談専門職

‖尭係
1酬指導 i系

:輛管理士

コ  `■  (■ )



国立が ん研究 セ ンター 中央病院組織 図
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All Activities for Cancer Patients
職員の全ての活動はがん患者のために I

National

Cancer
Center

1.

2.

3.

国立がん研究センター
〒104-0045 東京都中央区築地 51-1

TEL 03-3542-251l   FAX 03-3542-3815

レジデントの教育 口処遇改善について

世界最先端の臨床・研究をおこな う人材を育てるためのさらなる教育

Cancer Treatment BOardの 設置

(全科の診療カンファランスに自由に参加 し議論できる場を提供)

A大学 との連携大学院構想をすすめている

さらに全国の大学 。大学院 との連携をすすめている

処遇改善

レジデン ト (卒後 3年 目以上 )

平成 21年度の年収 350万 円程度 → 550万円以上

レジデントの悩み・進路への相談

病院長・教育担当副院長による全レジデントの面接




